
学年等

   　各教科等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1年 ２～６年 1年 ２～６年

生活 ２０４(６) ２１０(６）～２４５(７） ０～68（2） ０～７０（２）

国語 １７０（５） １７５（５） ３４（１）～1３６（４） ３5（１）～1４０（４）

算数 １３６（４） １４０（４）～１７５（５） ３４（１）～1３６（４） ３5（１）～1４０（４）

音楽 ３４（１） ３５（１） ３４（１） ３５（１）

図画工作 ３４（１） ３５（１）～７０(２) ３４（１） ３５（１）

体育 ３４（１） ３５（１） ０～３４（１） ０～３５（１）

外国語

３４（１） ３５（１） ３４（１） ３５（１）

３４（１） ３５（１） ３４（１） ３５（1）

2７２（８） １７５（５）～２８０（８） １０２（３）～４０８(１２) 105（3）～420（１２）

９５２（２８） ９８０（２８） ６１２（１８） ６３０（１８）

・「～」で表記している年間総授業時数は、１年は年間３４週、２年以上は３５週の倍数とする。

・個別の教育課程は別に定める。

・外国語科及び外国語活動、総合的な学習の時間を設けないことができる規定を適用している。

・ベッドサイド生は、施設の日課に応じた時数とする。

・年間総授業時数内で、児童の実情に応じた授業時数を定めている。

【訪問教育による教育課程】

　　１～６年

令和5年度　小学部　教育課程

特別の教科　道徳

総合的な学習の時間

特  別  活  動

自立活動

外国語活動

各
教
科

【知的障害の各教科に代替した教育課程】

通学生 ベッドサイド生

　　　　　　　　　　　　　学年
各教科等

各教科

・個々の実態に応じ
た教育課程を編成
する。

特別の教科　道徳

総合的な学習の時間

特別活動

自立活動

　　・授業時数を１回２時間を標準とし、週当
　　たりの訪問回数及び教科等の時間の内
　　訳は生 徒の実態に応じて適切に定める。

・0表記の教科は自立活動に替えて指導する。

年間総授業時数（週時数）


